
奈
良
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の

と
お
り
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
管
理
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
二
五
号

三

道
路
の
区
域

区

間

区
域
変
更

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

の
前
後
別

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

四
・
○

前

～

五
六
・
○

八
・
○

吉
野
郡
十
津
川
村
小
坪
瀬
一

○
四
番
二
地
内

六
・
○

後

～

五
六
・
○

一
八
・
○

四

供
用
開
始
の
区
間

道
路
区
域
の
変
更
に
伴
い
新
た
に
道
路
と
な
っ
た
部
分

五

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日


		2011-03-28T23:44:21+0900
	naraken.




